
ホスホマイシン投与牛はEU等に輸出できなくなります

～獣医師の皆様、必ずご確認ください～

◆ホスホマイシンが使われている製剤◆

・動物用ホスミシンＳ
・ホスミシン細粒40%
・ホスホマイシン注「フジタ」

【問い合わせ先】
栃木県農政部畜産振興課 TEL：028-623-2347（生産流通担当）

028-623-2352（家畜防疫班）

「別紙」にホスホマイシンに
代わるワクチンや抗菌剤を記載
したので参考としてください。

〇2026年９月３日以降にＥＵ等に輸出される牛肉から対応が必要となるため、
対象となる牛はすでに出生しています！

～対応スケジュール～

～対象製剤の適正な使用・記録にご協力をお願いいたします～

出生からと畜されるまでの間、『ホスホマイシン』という抗菌剤が投与
された牛は、ＥＵ等向けに輸出ができなくなります。
(2023年３月３日にEU等における規則が変更し、移行期間を経て2026年９月３日から適用)

そのため、ホスホマイシンを治療に使用する場合は、畜産農家に以下のこと
を確実に伝えてください。

○ホスホマイシン製剤を使用した牛はEU向け輸出ができなくなること。
○出荷や移動時に使用履歴に関する申告書の提出を家畜市場や移動先の
農家に求められ、上場時に使用履歴が開示される可能性があること。

※また、すでに対象となる牛は生まれていますので、畜産農家からホスホマイシンの
使用の確認があった場合は、該当牛に対する使用履歴を正確に伝えてください。

2023年末出生
2024年夏～
子牛出荷開始

家畜市場において、
ホスホマイシンの
使用の有無の申告が
求められます。

肥育農家が出荷時に
提出する書類にも
ホスホマイシン使用
情報が追加

2026年7月頃～
出荷開始

2026年9月に
EU等に到着
（船便の場合）



別紙

ホスホマイシンに代わるワクチンや抗菌剤（令和６年３月1日現在）
を以下に示しますので参考にしてください。
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